指定介護療養型医療施設の指定の更新について
平成18年4月の介護保険法の改正に伴い、新たに更新制度が導入され、指定介護療養型医療施設開設者にあっては、一定期間（原則６年）ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、同法の当該施設としての位置付けがなくなり、当然介護報酬の請求も出来なくなります。
このため、有効期間の満了前に対象となる施設の開設者は、新たに指定の更新手続きが必要となります。
※介護保険法改正に伴う大都市特例の創設により、平成２４年４月１日から介護保険法に基づく各種権限が大阪府から政令指定都市、中核市へ移譲されました。

つきましては、政令指定都市（大阪市、堺市）、中核市（東大阪市、高槻　　　市、豊中市）で施設を更新する場合は、各政令指定都市、中核市へ更新の手続きをしていただくこととなりますのでご注意ください。
〔根拠法令〕
介護保険法第１０７条の２

〔みなし居宅サービス等について〕

指定介護療養型医療施設の指定によりみなし指定されている指定（介護予防）短期入所療養介護については、別途申請手続きする必要はありません。本体施設の指定の更新をもって、指定の更新があったものとみなされます。
〔更新手数料について〕

平成２４年２月大阪府議会において、大阪府福祉行政事務手数料条例が一部改正されました。

　　つきましては、指定介護療養型医療施設の指定更新について、平成２４年１０月１日より手数料として１６，０００円をご負担いただくこととなりましたので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
